
基発第 0501003号

平 成 18年 5月 1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略 )

会社法及び会社法の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴 う厚生

労働省関係政令の整備に関する政令等による賃金の支払の確保等に関する法律施行

令等の一部改正について

会社法 (平成 17年法律第 86号)及び会社法の施行に伴 う関係法律の整備等に関

する法律 (平成 17年法律第 87号)の施行により､改正前の商法 (明治 32年法律

第 48号｡以下 ｢改正前商法｣とい う｡)に定める会社の整理手続が廃止 されること

等に伴い､賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (昭和51年政令第 169号｡以

下 ｢施行令｣という｡)等の一括改正を行 うことを内容 とする会社法及び会社法の施

行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴 う厚生労働省関係政令の整備に

関する政令 (平成 18年政令第 189号｡以下 ｢改正政令｣とい う.別添 1参照｡)

及び賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 (昭和51年労働省令第 26号｡以下

｢施行規則｣という｡)等の一括改正を行 うことを内容 とする会社法及び会社法の施

行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴 う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令 (平成 18年厚生労働省令第 116号｡以下 ｢改正省令｣という｡別添 2

参照｡)が本 日施行された｡

改正政令及び改正省令による改正後の施行令 (以下 ｢新施行令｣ とい う｡)及び施

行規則 (以下 ｢新施行規則｣とい う｡)の内容等は下記のとお りであ り､その施行に

遺憾なきを期されたい｡

記

1 内容

(1) 立替払の事由の改正等

① 施行令第2条第 1項で定める立替払の事由のうち､第 2号 ｢整理開始の命令

を受けたこと｣を削除したこと｡これにより､第 3号から第 5号までの各号を

繰 り上げたこと｡(新施行令第 2条第 1項第2号､第3号､第4号関係)

② 施行令第 3条で定める退職の時期について､改正前商法第 381条第 1項に

基づく整理開始の申立てがあった日及び同条第 2項の規定による通告に基づ



き裁判所が職権で行 う整理開始の命令があった場合には当該通告があった日

並びに改正前商法第431条第 1項の規定により裁判所が職権で行 う特別清

算開始の命令があった場合には当該命令があった日及び改正前商法第431

条第3項において準用する第 381条第 2項に基づく行政官庁の通告に基づ

き裁判所が職権で行 う特別清算開始の命令があった場合には当該通告があっ

た日を削除したこと｡(新施行令第3条第1号関係)

③ 施行規則第 12条で定める労働基準監督署長の確認を必要とする労働者に

ついて､整理開始の命令があった場合にあっては管理人の証明書の交付を受け

ることができなかった者を削除したこと｡(新施行規則第12条第1号関係)

④ その他､所要の規定の整備を行ったこと｡(新施行令第2条第2項､̀第 3条

及び第5条関係､新施行規則第8条､第 9条及び第 12条関係)

2 施行期日等

(1) 改正政令及び改正省令は本日施行されたことO(改正政令附則第1条､改正

省令附則第1条関係)

(2) 以下の場合において､改正前の施行令第2条第 1項 (立替払ゐ事由)及び第

3条第 1号 (退職の時期)の規定は､なおその効力を有するとされたこと｡(改

正政令附則第2条関係)

① 改正政令の施行前に改正前商法第381条第 1項に基づく整理開始の申立

てがあった場合であって､当該申立てに基づき改正政令の施行前若しくは施行

後に整理開始の命令があったとき｡

② 改正政令の施行前に同条第2項の規定に基づく通告があった場合であって､

当該通告に基づき改正政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があっ

たとき｡

(3) 以下の場合において､改正前の施行令第3条第 1号 (退職の時期)の規定は､

なおその効力を有するとされたこと｡(改正政令附則第2条関係)

① 改正政令の施行前に改正前商法第431条第 1項に基づき裁判所が職権で

特別清算開始の命令をした場合

② 改正政令の施行前に同条第 3項において準用する同法第 381条第2項に

基づく通告があった場合であって､当該通告に基づき改正政令の施行前若しく

は施行後に特別清算開始の命令があったとき｡

(4) 改正政令附則第2条の規定によりなおその効力を有するとされた施行令第 2

条第 1項及び第3条第 1号の規定の適用を受ける場合において､改正前の施行

規則第9条第1項 (認定の申請)及び第 12条第 1号 (確認を必要とする者)

の規定は､なおその効力を有するとされたことD(改正省令附則第2条関係)




























